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  議議

  会会
  議議

  員員
  共共

  済済
  会会

公
的

年
金

等
の

支
払

者
の

法
人

番
号

配
偶

者
の

有
無

有
　

　
　

・
　

　
　

無

(生
年

月
日

：
明

・
大

・
昭

日
生

）
本

 　
 人

　
　

障
 　

 害
  

  
  

  
  

 1
．

一
般

の
障

害
者

  
  

  
  

  
 2

．
特

別
障

害
者

あ
な

た
の

住
所

又
  

は
  

 居
  

所

A

別
居

又
は

非
居

住
(国

外
)の

場
合

、
住

所
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

非
居

住
(国

外
)の

場
合

は
以

下
の

該
当

す
る

区
分

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 1
. 

1
6
歳

以
上

3
0
歳

未
満

ま
た

は
7
0
歳

以
上

 2
. 

留
学

　
　

 3
. 

障
害

者
　

　
 4

. 
年

3
8
万

円
以

上
の

送
金

円
・
退

職
所

得
の

有
無

 1
. 
有

　
　

　
  
2
. 
無

・
退

職
所

得
を

除
い

た
所

得 円

 1
. 
有

　
　

　
  
2
. 
無

・
退

職
所

得
の

有
無

1
. 

特
定

扶
養

親
族

2
. 

特
定

親
族

明
･大

昭
・
平

･ 
  

･

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
障

害
者

に
該

当
す

る
同

一
生

計
配

偶
者

夫 　 妻

明
･大

昭
・
平

･ 
  

･

1
. 

特
定

扶
養

親
族

2
. 

特
定

親
族

  
 1

.　
 死

  
  

  
  

  
  

  
亡

5
0
0
万

円
以

下
・

5
0
0
万

円
を

上
回

る

①
障

害
者

の
氏

名

別
居

又
は

非
居

住
(国

外
)の

場
合

、
住

所
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

非
居

住
(国

外
)の

場
合

は
以

下
の

該
当

す
る

区
分

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 1
. 

1
6
歳

以
上

3
0
歳

未
満

ま
た

は
7
0
歳

以
上

 2
. 

留
学

　
　

 3
. 

障
害

者
　

　
 4

. 
年

3
8
万

円
以

上
の

送
金

別
居

又
は

非
居

住
(国

外
)の

場
合

、
住

所
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

C
障

害
者

、
寡

婦
又

は
ひ

と
り

親

障
害

者
、

寡
婦

又
は

ひ
と

り
親

に
該

当
す

る
場

合
は

、
下

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

寡
婦

又
は

ひ
と

り
親

障
害

者
等

の
内

容
　

※
③

、
④

に
つ

い
て

は
、

手
帳

や
障

害
の

等
級

が
な

い
場

合
は

、
障

害
の

状
態

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

円

円

D
他

の
所

得
者

が
控

除
を

受
け

る
扶

養
親

族
等

  
 1

.　
 寡

  
  

  
  

  
  

  
婦

・
　

　
・

①
①

②
続

柄
・
同

居
の

有
無

③
手

帳
の

種
類

（
障

害
の

状
態

等
）

④
障

害
の

等
級

・
手

帳
の

交
付

日

② ③ ④

② ③ ④

あ
な

た
の

退
職

所
得

を
除

い
た

所
得

の
基

準
で

寡
婦

又
は

ひ
と

り
親

に
該

当
す

る
場

合
は

○
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

  
1
.　

 寡
  

  
  

  
  

  
  

婦

  
2
.　

 ひ
  

 と
  

 り
  

 親

住
　

所
　

又
　

は
　

居
　

所

令
 和

 8
 年

 中
 の

 年
 間

 所
 得

 
住

　
所

　
又

　
は

　
居

　
所

別
居

又
は

非
居

住
(国

外
)の

場
合

、
住

所
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

提
出

区
分

◎ 障 害 者 控 除 の 適 用 を 受 け る 場 合 は 、 「 障 害 者 の 区 分 」 の い ず れ か に ○ 印 を 付 け て 「 障 害 者 等 の 内 容 」 の 欄 を 記 入 し て く だ さ い 。

1
. 

 一
般

の
障

害
者

2
. 

 特
別

障
害

者
3
. 

 同
居

特
別

障
害

者

1
. 

 一
般

の
障

害
者

2
. 

 特
別

障
害

者
3
. 

 同
居

特
別

障
害

者

1
. 

 一
般

の
障

害
者

2
. 

 特
別

障
害

者
3
. 

 同
居

特
別

障
害

者

1
. 

 一
般

の
障

害
者

2
. 

 特
別

障
害

者
3
. 

 同
居

特
別

障
害

者

1
. 

 一
般

の
障

害
者

2
. 

 特
別

障
害

者
3
. 

 同
居

特
別

障
害

者

障
害

者
の

区
分

区
　

　
　

分
事

　
　

　
由

あ
な

た
の

令
和

8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

住
 民

 税
 に

 関
 す

 る
 事

 項

  
 2

.　
 離

　
  

  
 　

　
　

婚

  
 2

.　
  

ひ
  

 と
  

 り
  

 親
  

 3
.　

 生
　

死
　

不
　

明

1
. 

同
居

2
. 

別
居

3
. 

非
居

住
(国

外
)

1
. 

同
居

2
. 

別
居

3
. 

非
居

住
(国

外
)

1
. 

同
居

2
. 

別
居

3
. 

非
居

住
(国

外
)

1
. 

同
居

2
. 

別
居

3
. 

非
居

住
(国

外
)

・
退

職
所

得
を

除
い

た
所

得

1
.
源

泉
控

除
対

象
配

偶
者

と
は

、
受

給
者

（令
和

8
年

中
の

所
得

見
積

額
が

90
0
万

円
以

下
の

人
に

限
り

ま
す

。
）と

生
計

を
一

に
す

る
配

偶
者

（青
色

事
業

専
従

者
と

し
て

給
与

の
支

払
を

受
け

る
人

及
び

白
色

事
業

専
従

者
（以

下
「
青

色
事

業
専

従
者

等
」と

い
い

ま
す

。
）

を
除

き
ま

す
。

）
で

令
和

8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
9
5万

円
以

下
の

人
を

い
い

ま
す

。

2
.
同

一
生

計
配

偶
者

と
は

、
受

給
者

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
（
青

色
事

業
専

従
者

等
）で

、
令

和
8年

中
の

所
得

見
積

額
が

5
8万

円
以

下
の

人
を

い
い

ま
す

。

3
.
源

泉
控

除
対

象
配

偶
者

及
び

源
泉

控
除

対
象

親
族

が
老

人
控

除
対

象
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
「老

人
控

除
対

象
」
欄

に
○

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
源

泉
控

除
対

象
親

族
が

特
定

扶
養

親
族

又
は

特
定

親
族

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

「特
定

扶
養

親
族

又
は

特
定

親
族

」
欄

の
該

当
す

る
数

字
に

○
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

51



　
１

　
申

告
に

つ
い

て
の

ご
注

意
　

　
「
A

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
、

障
害

者
に

該
当

す
る

同
一

生
計

配
偶

者
」
及

び
「
B

源
泉

控
除

対
象

親
族

の
申

告
(1

6
歳

以
上

(平
成

2
3
年

1
月

1
日

以
前

生
))
」
欄

に
　

記
載

し
た

親
族

が
非

居
住

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
親

族
に

係
る

「
親

族
関

係
書

類
」
（
注

1
、

3
）
を

こ
の

申
告

書
に

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

そ
の

親
族

を
控

除
　

対
象

扶
養

親
族

と
し

て
、

「
住

所
ま

た
は

居
所

」
欄

で
「
3
. 
非

居
住

(国
外

)」
、

該
当

す
る

区
分

を
「
2
. 
留

学
」
に

〇
印

を
付

け
た

場
合

に
は

、
そ

の
親

族
に

係
る

「
親

族
　

関
係

書
類

」
に

加
え

て
「
留

学
ビ

ザ
等

書
類

」
（
注

2
、

3
）
も

こ
の

申
告

書
に

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
  
（
注

）
1
　

「
親

族
関

係
書

類
」
と

は
、

次
の

①
又

は
②

の
い

ず
れ

か
の

書
類

で
、

そ
の

非
居

住
者

が
あ

な
た

の
親

族
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

も
の

を
い

い
ま

す
。

　
　

　
  
　

①
戸

籍
の

附
票

の
写

し
、

そ
の

他
の

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

発
行

し
た

書
類

及
び

そ
の

親
族

の
旅

券
（
パ

ス
ポ

ー
ト
）
の

写
し

　
　

　
 　

 ②
外

国
政

府
又

は
外

国
の

地
方

公
共

団
体

が
発

行
し

た
書

類
（
そ

の
親

族
の

氏
名

、
生

年
月

日
及

び
住

所
又

は
居

所
の

記
載

が
あ

る
も

の
に

限
り

ま
す

。
）

　
　

　
　

2
　

「
留

学
ビ

ザ
等

書
類

」
と

は
、

外
国

政
府

又
は

外
国

の
地

方
公

共
団

体
が

発
行

し
た

次
の

①
又

は
②

の
い

ず
れ

か
の

書
類

で
、

そ
の

非
居

住
者

が
外

国
に

　
　

　
　

　
お

け
る

留
学

の
在

留
資

格
に

相
当

す
る

資
格

を
も

っ
て

そ
の

外
国

に
在

留
す

る
こ

と
に

よ
り

国
内

に
住

所
及

び
居

所
を

有
し

な
く

な
っ

た
旨

を
証

す
る

も
の

を
　

　
　

　
　

い
い

ま
す

。
　

　
　

　
　

①
外

国
に

お
け

る
査

証
（
ビ

ザ
）
に

類
す

る
書

類
の

写
し

　
　

　
　

　
②

外
国

に
お

け
る

在
留

カ
ー

ド
に

相
当

す
る

書
類

の
写

し
（
注

）
1
　

 次
に

掲
げ

る
公

的
年

金
等

の
支

払
を

受
け

る
人

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
表

に
か

か
わ

ら
ず

、
こ

の
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

　
　

　
　

3
　

「
親

族
関

係
書

類
」
又

は
「
留

学
ビ

ザ
等

書
類

」
が

外
国

語
に

よ
り

作
成

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

訳
文

も
添

付
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

①
同

一
生

計
配

偶
者

 　
受

給
者

（
こ

の
申

告
書

を
提

出
す

る
人

を
い

い
ま

す
。

）
と

生
計

を
一

に
す

る
配

偶
者

（
青

色
事

業
専

従
者

と
し

て
給

与
の

支
払

を
受

け
る

人
及

び
白

色
事

業
専

従
者

（
以

下
「
青

色
事

業
専

従
者

等
」
と

い
い

ま
す

。
）
を

除
き

ま
す

。
）
で

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
5
8
万

円
以

下
（
給

与
所

得
だ

け
の

場
合

は
、

給
与

の
収

入
金

額
が

1
2
3
万

円
以

下
）
の

人
②

控
除

対
象

配
偶

者
　

①
の

同
一

生
計

配
偶

者
の

う
ち

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
1
,0

0
0
万

円
以

下
で

あ
る

受
給

者
の

配
偶

者
③

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
　

②
の

控
除

対
象

配
偶

者
の

う
ち

、
年

齢
7
0
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
2
年

1
月

1
日

以
前

に
生

ま
れ

た
人

）
(注

)こ
の

申
告

書
の

「
老

人
控

除
対

象
配

偶
者

」
欄

に
記

載
す

る
の

は
、

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
が

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
で

あ
る

場
合

に
限

ら
れ

ま
す

。
④

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
　

受
給

者
（
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
9
0
0
万

円
以

下
の

人
に

限
り

ま
す

。
）
と

生
計

を
一

に
す

る
配

偶
者

（
青

色
事

業
専

従
者

等
　

及
び

地
方

公
務

員
の

退
職

年
金

に
関

す
る

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職

を
給

付
事

由
と

す
る

年
金

を
除

き
ま

す
。

）
を

除
き

ま
す

。
）
で

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
9
5
万

円
以

下
（
給

与
所

得
だ

け
の

場
合

は
、

給
与

の
収

入
金

額
が

1
6
0
万

円
以

下
）

の
人

(注
)夫

婦
の

双
方

が
お

互
い

に
源

泉
控

除
対

象
配

偶
者

に
係

る
控

除
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

の
で

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
⑤

扶
養

親
族

　
受

給
者

と
生

計
を

一
に

す
る

親
族

（
児

童
福

祉
法

の
規

定
に

よ
り

養
育

を
委

託
さ

れ
た

い
わ

ゆ
る

里
子

及
び

老
人

福
祉

法
の

規
定

に
よ

り
養

護
を

委
託

さ
れ

た
い

わ
ゆ

る
養

護
老

人
を

含
み

、
配

偶
者

及
び

青
色

事
業

専
従

者
等

を
除

き
ま

す
。

）
で

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
5
8
万

円
以

下
の

人
　

2
 　

記
載

に
つ

い
て

の
ご

注
意

⑥
控

除
対

象
扶

養
親

族
　

⑤
の

扶
養

親
族

の
う

ち
、

次
の

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
該

当
す

る
人

　
 　

イ
　

扶
養

親
族

が
居

住
者

の
場

合
　

年
齢

1
6
歳

以
上

の
人

（
平

成
2
3
年

1
月

1
日

以
前

に
生

ま
れ

た
人

）
　

　
 ロ

　
扶

養
親

族
が

非
居

住
者

の
場

合
　

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
人

　
　

　
(ｲ

) 
年

齢
1
6
歳

以
上

3
0
歳

未
満

の
人

（
平

成
9
年

1
月

2
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
月

1
日

ま
で

の
間

に
生

ま
れ

た
人

）
（
3
）
　

源
泉

控
除

対
象

親
族

が
老

人
扶

養
親

族
で

あ
る

場
合

に
は

、
「
老

人
控

除
対

象
」
欄

に
〇

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
源

泉
控

除
対

象
親

族
が

　
　

　
(ﾛ

) 
年

齢
7
0
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
2
年

1
月

1
日

以
前

に
生

ま
れ

た
人

）
　

　
　

  
 特

定
扶

養
親

族
又

は
特

定
親

族
に

該
当

す
る

場
合

は
、

「
特

定
扶

養
親

族
又

は
特

定
親

族
」
欄

の
該

当
す

る
数

字
に

〇
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

(ﾊ
) 
年

齢
3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
人

（
昭

和
3
2
年

1
月

2
日

か
ら

平
成

9
年

1
月

1
日

ま
で

の
間

に
生

ま
れ

た
人

）
の

う
ち

、
「
留

学
 に

よ
り

（
4
）
　

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
が

非
居

住
者

(注
)で

あ
る

場
合

に
は

、
「
住

所
ま

た
は

居
所

」
欄

の
「
非

居
住

(国
外

)」
に

〇
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

　
　

　
　

 　
国

内
に

住
所

及
び

居
所

を
有

し
な

く
な

っ
た

人
」
、

「
障

害
者

」
又

は
「
あ

な
た

か
ら

令
和

8
年

中
に

お
い

て
生

活
費

又
は

教
育

費
に

　
　

源
泉

控
除

対
象

親
族

が
非

居
住

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
「
住

所
ま

た
は

居
所

」
欄

の
「
非

居
住

(国
外

)」
に

〇
印

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

 充
て

る
た

め
の

支
払

を
3
8
万

円
以

上
受

け
て

い
る

人
」

　
　

そ
の

非
居

住
者

の
年

齢
が

1
6
歳

以
上

3
0
歳

未
満

ま
た

は
7
0
歳

以
上

で
あ

る
場

合
は

「
1
. 
1
6
歳

以
上

3
0
歳

未
満

ま
た

は
7
0
歳

以
上

」
に

〇
印

を
付

け
、

⑦
特

定
扶

養
親

族
  
⑥

の
控

除
対

象
扶

養
親

族
の

う
ち

、
年

齢
1
9
歳

以
上

2
3
歳

未
満

の
人

（
平

成
1
6
年

1
月

2
日

か
ら

平
成

2
0
年

1
月

1
日

ま
で

の
間

に
生

ま
れ

　
　

そ
の

非
居

住
者

の
年

齢
が

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

で
一

定
の

要
件

を
満

た
す

人
（
下

記
4
⑥

ロ
(ハ

)に
該

当
す

る
人

）
で

あ
る

場
合

に
は

、
「
2
. 
留

学
」
、

た
人

）
　

　
「
3
. 
障

害
者

」
又

は
「
4
. 
年

3
8
万

円
以

上
の

送
金

」
の

う
ち

該
当

す
る

項
目

に
〇

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
（
2
つ

以
上

の
項

目
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
⑧

老
人

扶
養

親
族

　
⑥

の
控

除
対

象
扶

養
親

族
の

う
ち

、
年

齢
7
0
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
2
年

1
月

1
日

以
前

に
生

ま
れ

た
人

）
　

　
い

ず
れ

か
1
つ

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

）
。

⑨
特

定
親

族
　

受
給

者
と

生
計

を
一

に
す

る
年

齢
1
9
歳

以
上

2
3
歳

未
満

（
平

成
1
6
年

1
月

2
日

か
ら

平
成

2
0
年

1
月

1
日

ま
で

の
間

に
生

ま
れ

た
人

）
の

（
注

）
「
非

居
住

者
」
と

は
、

国
内

に
住

所
を

有
せ

ず
、

か
つ

、
現

在
ま

で
引

き
続

い
て

1
年

以
上

国
内

に
居

所
を

有
し

な
い

人
を

い
い

ま
す

。
な

お
、

非
居

住
者

親
族

（
児

童
福

祉
法

の
規

定
に

よ
り

養
育

を
委

託
さ

れ
た

い
わ

ゆ
る

里
子

を
含

み
、

配
偶

者
及

び
青

色
事

業
専

従
者

等
を

除
き

ま
す

。
）
で

、
  
 　

で
あ

る
親

族
に

つ
い

て
、

扶
養

親
族

等
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

の
手

続
等

の
詳

細
は

、
国

税
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
「
国

外
居

住
親

族
に

係
る

令
和

8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
5
8
万

円
超

1
2
3
万

円
以

下
（
給

与
所

得
だ

け
の

場
合

は
、

給
与

の
収

入
金

額
が

1
2
3
万

円
超

1
8
8
万

円
　

　
扶

養
控

除
等

の
適

用
に

つ
い

て
」
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
以

下
）
の

人
（
5
）
　

「
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

」
欄

に
は

、
収

入
金

額
等

か
ら

必
要

経
費

等
を

差
し

引
い

た
金

額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
所

得
の

種
類

が
公

的
年

金
等

⑩
源

泉
控

除
対

象
親

族
　

⑥
の

控
除

対
象

扶
養

親
族

又
は

⑨
の

特
定

親
族

の
う

ち
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
8
5
万

円
以

下
（
給

与
所

得
だ

け
の

場
合

は
、

　
　

に
係

る
雑

所
得

で
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

年
中

の
公

的
年

金
等

の
収

入
金

額
等

か
ら

公
的

年
金

等
控

除
額

を
差

し
引

い
た

金
額

が
公

的
年

金
等

に
係

る
雑

給
与

の
収

入
金

額
が

1
5
0
万

円
以

下
）
の

人
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
人

　
　

所
得

の
金

額
と

な
り

ま
す

。
（
注

）
親

族
の

双
方

が
お

互
い

に
特

定
親

族
に

係
る

控
除

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
や

、
特

定
親

族
に

係
る

控
除

の
適

用
を

受
け

て
い

る
親

族
を

特
定

親
族

と
し

て
控

除
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

の
で

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
⑪

障
害

者
（
特

別
障

害
者

）
　

受
給

者
本

人
又

は
そ

の
①

の
同

一
生

計
配

偶
者

や
⑤

の
扶

養
親

族
で

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

人
そ

の
年

中
の

公
的

年
金

等
の

収
入

金
額

（
A

）
 控

　
　

除
　

　
額

　
　

イ
　

精
神

上
の

障
害

に
よ

り
事

理
を

弁
識

す
る

能
力

を
欠

く
常

況
に

あ
る

人
･･

･･
･･

全
て

特
別

障
害

者
に

な
り

ま
す

。
3
3
0
万

円
以

下
1
1
0
万

円
　

　
ロ

　
精

神
保

健
指

定
医

な
ど

か
ら

知
的

障
害

者
と

判
定

さ
れ

た
人

･･
･･

･･
こ

の
う

ち
、

重
度

の
知

的
障

害
者

と
判

定
さ

れ
た

人
は

、
3
3
0
万

円
超

  
  
  
  
 4

1
0
万

円
以

下
（
A

）
×

2
5
％

＋
  
2
7
万

5
,0

0
0
円

　
　

　
特

別
障

害
者

に
な

り
ま

す
。

4
1
0
万

円
超

  
  
  
  
 7

7
0
万

円
以

下
（
A

）
×

1
5
％

＋
  
6
8
万

5
,0

0
0
円

　
　

ハ
　

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
る

人
･･

･･
･こ

の
う

ち
、

障
害

等
級

が
1
級

の
人

は
、

特
別

障
害

者
に

な
り

ま
す

。
7
7
0
万

円
超

　
　

  
1
,0

0
0
万

円
以

下
（
A

）
×

 5
 ％

＋
1
4
5
万

5
,0

0
0
円

　
　

ニ
　

身
体

障
害

者
手

帳
に

身
体

上
の

障
害

が
あ

る
者

と
し

て
記

載
さ

れ
て

い
る

人
･･

･･
･･

こ
の

う
ち

、
障

害
の

程
度

が
1
級

又
は

2
級

の
1
,0

0
0
万

円
超

1
9
5
万

5
,0

0
0
円

　
　

　
人

は
、

特
別

障
害

者
に

な
り

ま
す

。
1
3
0
万

円
以

下
6
0
万

円
　

　
ホ

　
戦

傷
病

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
る

人
･･

･･
･･

こ
の

う
ち

、
障

害
の

程
度

が
恩

給
法

別
表

第
1
号

表
ノ

2
の

特
別

項
症

か
ら

1
3
0
万

円
超

  
  
  
  
4
1
0
万

円
以

下
（
A

）
×

2
5
％

＋
  
2
7
万

5
,0

0
0
円

　
　

　
第

三
項

症
ま

で
の

人
は

、
特

別
障

害
者

に
な

り
ま

す
。

4
1
0
万

円
超

  
  
  
  
7
7
0
万

円
以

下
（
A

）
×

1
5
％

＋
  
6
8
万

5
,0

0
0
円

　
　

ヘ
　

原
子

爆
弾

被
爆

者
に

対
す

る
援

護
に

関
す

る
法

律
の

規
定

に
よ

る
厚

生
労

働
大

臣
の

認
定

を
受

け
て

い
る

人
･･

･･
･･

全
て

特
別

7
7
0
万

円
超

  
　

 1
,0

0
0
万

円
以

下
（
A

）
×

 5
 ％

＋
1
4
5
万

5
,0

0
0
円

　
　

　
障

害
者

に
な

り
ま

す
。

1
,0

0
0
万

円
超

1
9
5
万

5
,0

0
0
円

　
　

ト
　

 常
に

就
床

を
要

し
、

複
雑

な
介

護
を

要
す

る
人

･･
･･

･･
全

て
特

別
障

害
者

に
な

り
ま

す
。

  
  
な

お
、

「
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

」
に

は
、

非
課

税
と

さ
れ

る
遺

族
年

金
な

ど
の

所
得

、
源

泉
分

離
課

税
が

適
用

さ
れ

る
利

子
、

確
定

申
告

を
し

な
い

　
　

チ
　

精
神

又
は

身
体

に
障

害
の

あ
る

年
齢

6
5
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
7
年

1
月

1
日

以
前

に
生

ま
れ

た
人

）
で

、
市

町
村

長
、

特
別

区
の

 こ
と

を
選

択
し

た
上

場
株

式
等

の
配

当
等

は
含

ま
れ

ま
せ

ん
。

　
　

　
区

長
や

福
祉

事
務

所
長

か
ら

イ
、

ロ
又

は
ニ

に
準

ず
る

障
害

が
あ

る
と

認
定

さ
れ

て
い

る
人

･･
･･

･･
こ

の
う

ち
、

イ
、

ロ
又

は
ニ

の
特

別
（
6
）
　

「
障

害
者

等
の

内
容

」
欄

に
は

、
次

の
事

項
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

特
別

障
害

者
と

同
程

度
の

障
害

が
あ

る
人

は
、

特
別

障
害

者
に

な
り

ま
す

。
  
  

⑫
同

居
特

別
障

害
者

　
①

の
同

一
生

計
配

偶
者

又
は

⑤
の

扶
養

親
族

の
う

ち
特

別
障

害
者

で
、

受
給

者
、

そ
の

配
偶

者
又

は
受

給
者

と
生

計
を

一
に

す
る

（
7
）
 　

あ
な

た
の

同
一

生
計

内
に

所
得

者
が

2
人

以
上

い
る

と
き

は
、

扶
養

親
族

等
（
控

除
対

象
配

偶
者

、
障

害
者

で
あ

る
同

一
生

計
配

偶
者

、
配

偶
者

特
別

そ
の

他
の

親
族

の
い

ず
れ

か
と

の
同

居
を

常
況

と
し

て
い

る
人

⑬
寡

婦
　

受
給

者
本

人
で

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

人
の

う
ち

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
5
0
0
万

円
以

下
、

か
つ

、
そ

の
受

給
者

と
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

が
い

な
い

人
（
⑭

の
ひ

と
り

親
控

除
に

該
当

す
る

人
を

除
き

ま
す

。
）

　
　

イ
　

夫
と

離
婚

し
た

後
婚

姻
を

し
て

い
な

い
人

で
、

⑤
の

扶
養

親
族

を
有

す
る

人
（
8
）
  
「
住

民
税

に
関

す
る

事
項

」
欄

は
、

①
扶

養
親

族
の

う
ち

年
齢

1
6
歳

未
満

の
人

を
有

す
る

場
合

及
び

②
退

職
手

当
等

（
源

泉
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
限

り
ま

す
。

　
　

ロ
　

夫
と

死
別

し
た

後
婚

姻
を

し
て

い
な

い
人

又
は

夫
の

生
死

が
明

ら
か

で
な

い
人

　
　

以
下

(8
)に

お
い

て
同

じ
で

す
。

）
の

支
払

を
受

け
る

配
偶

者
（
所

得
の

見
積

金
額

が
9
5
万

円
以

下
で

あ
る

人
に

限
り

ま
す

。
）
、

扶
養

親
族

又
は

特
定

親
族

⑭
ひ

と
り

親
　

受
給

者
本

人
で

、
次

の
全

て
に

該
当

す
る

人
の

う
ち

、
令

和
8
年

中
の

所
得

の
見

積
額

が
5
0
0
万

円
以

下
、

か
つ

、
そ

の
受

給
者

と
事

実
上

婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

が
い

な
い

人
　

　
受

け
る

扶
養

親
族

を
有

す
る

場
合

に
限

り
ま

す
。

）
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

（
住

民
税

で
は

、
扶

養
親

族
等

の
要

件
と

さ
れ

る
所

得
の

金
額

に
は

退
職

所
得

の
　

　
イ

　
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な

い
人

又
は

配
偶

者
の

生
死

が
明

ら
か

で
な

い
人

　
　

金
額

は
含

め
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
）
。

ま
た

、
「
住

所
ま

た
は

居
所

」
欄

で
「
3
. 
非

居
住

(国
外

)」
に

〇
印

を
付

け
た

場
合

に
は

、
下

記
3
の

（
注

）
1
及

び
　

　
ロ

　
そ

の
受

給
者

と
生

計
を

一
に

す
る

子
（
他

の
人

の
①

の
同

一
生

計
配

偶
者

又
は

⑤
の

扶
養

親
族

と
さ

れ
て

い
る

者
を

除
き

、
令

和
　

　
　

8
年

中
の

総
所

得
金

額
等

の
見

積
額

が
5
8
万

円
以

下
の

子
に

限
り

ま
す

。
）
を

有
す

る
人

　
　

（
所

得
の

見
積

金
額

が
8
5
万

円
以

下
で

あ
る

人
に

限
り

ま
す

。
）
を

有
す

る
場

合
並

び
に

③
寡

婦
又

は
ひ

と
り

親
に

該
当

す
る

場
合

（
退

職
手

当
等

の
支

払
を

　
　

2
の

確
認

書
類

並
び

に
送

金
関

係
書

類
を

令
和

9
年

3
月

1
5
日

ま
で

に
住

所
所

在
地

の
市

区
町

村
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
「
住

民
　

　
税

に
関

す
る

事
項

」
欄

に
つ

い
て

、
ご

不
明

な
点

な
ど

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

お
住

い
の

市
区

町
村

へ
お

尋
ね

く
だ

さ
い

。
　

　

 　
  
  
4
  
 人

的
控

除
を

受
け

な
い

人
や

令
和

8
年

中
の

公
的

年
金

等
の

見
積

収
入

金
額

が
上

記
の

表
の

金
額

未
満

の
人

は
、

｢住
民

税
に

関
す

る
事

項
｣

ロ
　

国
民

年
金

基
金

又
は

国
民

年
金

基
金

連
合

会
か

ら
支

給
さ

れ
る

年
金

ハ
　

厚
生

年
金

基
金

又
は

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
支

給
さ

れ
る

老
齢

年
金

給
付

３
　

添
付

書
類

４
 　

扶
養

親
族

等
の

範
囲

　
  
こ

の
申

告
書

は
、

次
の

区
分

に
応

じ
て

一
定

金
額

以
上

の
公

的
年

金
等

の
支

払
を

受
け

る
人

（
受

給
者

）
が

、
障

害
者

や
源

泉
控

除
対

象
配

偶
者

な
ど

年
齢

6
5
歳

未
満

の
人

（
昭

和
3
7
年

1
月

2
日

以
後

生
）

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
を

対
象

と
す

る
人

的
控

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

、
令

和
8
年

の
最

初
の

公
的

年
金

の
支

払
を

受
け

る
日

の
前

日
ま

で
に

、
公

的
年

金
等

の
支

払
者

に

　
る

退
職

共
済

年
金

、
退

職
年

金
、

旧
職

域
加

算
年

金
給

付
及

び
所

得
税

法
施

行
規

則
で

定
め

る
一

定
の

年
金

イ
　

独
立

行
政

法
人

農
業

者
年

金
基

金
か

ら
支

給
さ

れ
る

農
業

者
老

齢
年

金

ニ
　

国
家

公
務

員
共

済
組

合
、

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

又
は

日
本

私
立

学
校

振
興

・
共

済
事

業
団

か
ら

支
給

さ
れ

年
齢

6
5
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
7
年

1
月

1
日

以
前

生
）

受
給

者
の

区
分

令
和

8
年

中
の

公
的

年
金

等
の

見
積

収
入

金
額

 　
 2

0
5
万

円
以

上
（
次

に
掲

げ
る

年
金

に
つ

い
て

は
1
2
7
万

円
以

上
）

（
1
）
　

「
氏

名
（
ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
）
」
欄

に
は

、
源

泉
控

除
対

象
配

偶
者

、
障

害
者

に
該

当
す

る
同

一
生

計
配

偶
者

又
は

源
泉

控
除

対
象

親
族

、
年

齢
1
6
歳

未
満

の

イ
　

 確
定

給
付

企
業

年
金

、
特

定
退

職
金

共
済

制
度

に
基

づ
く

年
金

　
 計

算
し

た
場

合
に

お
け

る
合

計
所

得
金

額
が

1
,0

0
0
万

円
を

超
え

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
公

的
年

金
等

控
除

額
が

異
な

り
ま

す
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

)。

　
  
1
5
5
万

円
以

上

  
  
  
  
  
  
欄

に
記

載
す

る
事

項
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

こ
の

申
告

書
を

提
出

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。

ロ
　

 外
国

の
制

度
に

基
づ

く
年

金
ハ

　
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

に
基

づ
く

分
割

退
職

金
ニ

　
小

規
模

企
業

共
済

制
度

の
共

済
契

約
に

基
づ

く
分

割
共

済
金

ホ
　

適
格

退
職

年
金

ヘ
　

平
成

2
5
年

厚
生

年
金

等
改

正
法

附
則

又
は

改
正

前
の

確
定

給
付

企
業

年
金

法
の

規
定

に
基

づ
く

一
定

の
年

金
ト
　

 確
定

拠
出

年
金

の
老

齢
給

付
金

と
し

て
支

給
さ

れ
る

年
金

チ
　

石
炭

鉱
業

者
年

金
リ

　
 過

去
の

勤
務

に
基

づ
き

使
用

者
で

あ
っ

た
者

か
ら

支
給

さ
れ

る
年

金
（
廃

止
前

の
国

会
議

員
互

助
年

金
法

に
規

定
す

る
普

通
退

職
年

金

  
  
  
 2

  
 受

給
者

の
年

齢
に

つ
い

て
は

、
令

和
8
年

1
2
月

3
1
日

現
在

で
判

定
し

ま
す

。
 　

  
  
3
  
 令

和
8
年

中
の

公
的

年
金

等
の

見
積

収
入

金
額

に
つ

い
て

は
、

令
和

8
年

に
お

い
て

最
初

に
公

的
年

金
等

の
支

払
を

受
け

る
べ

き
日

の
前

日
の

  
  
  
  
　

  
現

況
に

よ
り

ま
す

。

年
齢

6
5
歳

以
上

の
人

（
昭

和
3
7
年

1
月

1
日

以
前

生
）

年
齢

6
5
歳

未
満

の
人

（
昭

和
3
7
年

1
月

2
日

以
後

生
）

　
　

扶
養

親
族

又
は

退
職

手
当

等
を

有
す

る
配

偶
者

・
扶

養
親

族
・
特

定
親

族
の

氏
名

（
ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
（
2
）
　

源
泉

控
除

対
象

配
偶

者
が

老
人

控
除

対
象

配
偶

者
で

あ
る

場
合

に
は

「
老

人
控

除
対

象
」
欄

に
〇

印
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

　
　

控
除

の
対

象
と

な
る

配
偶

者
、

控
除

対
象

扶
養

親
族

、
障

害
者

で
あ

る
扶

養
親

族
又

は
特

定
親

族
を

い
い

ま
す

。
）
を

他
の

所
得

者
の

扶
養

親
族

等
と

し
た

　
　

り
、

ま
た

、
そ

の
生

計
内

の
扶

養
親

族
等

を
分

け
て

控
除

を
受

け
た

り
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

場
合

に
は

、
そ

の
扶

養
親

族
等

の
氏

名
な

ど
を

　
　

「
D

 他
の

所
得

者
が

控
除

を
受

け
る

扶
養

親
族

等
」
欄

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

　
　

障
害

を
有

す
る

方
の

氏
名

、
続

柄
や

同
居

の
有

無
、

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
は

手
帳

の
種

類
（
障

害
の

状
態

）
、

障
害

等
級

や
交

付
年

月
日

。

　
　

　
受

給
者

の
区

分
及

び
公

的
年

金
等

の
収

入
金

額
に

応
じ

た
公

的
年

金
等

控
除

額
は

次
の

と
お

り
で

す
(公

的
年

金
等

の
収

入
金

額
が

な
い

も
の

と
し

て

受
給

者
の

区
分

52
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